
︻
史
料
紹
介
︼

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て

�

冨　

善　

一　

敏

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
︑
矢
田
貝
家
文
書
か
ら
初
代
齊
一
郎
の
蝋
座
出
願
と
許
可
︑
齊
一
郎

の
活
動
に
か
か
わ
る
文
書
を
紹
介
し
︑
こ
の
こ
と
が
齊
一
郎
の
商
業
活
動
に
も
っ

た
意
味
を
検
討
す
る
素
材
を
提
供
し
た
い

1
︒

　

ま
ず
︑
当
地
域
に
お
け
る
蝋
の
生
産
・
流
通
と
蝋
座
に
つ
い
て
︑
最
小
限
必

要
な
限
り
で
概
観
し
て
お
く
︒
当
時
の
生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
蝋
燭
は
︑
櫨
の

実
を
絞
っ
た
生
蝋
か
ら
作
ら
れ
た
︒
ま
た
生
蝋
か
ら
は
︑
他
に
伽
羅
油
や
鬢
付

油
が
製
造
さ
れ
た
︒
商
品
作
物
の
蝋
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
の
蝋
座
設
置
以

降
︑
領
主
鳥
取
藩
の
専
売
制
と
な
り
︑
藩
に
よ
っ
て
櫨
実
や
蝋
の
流
通
・
販
売
が

統
制
さ
れ
︑
蝋
燭
屋
や
伽
羅
油
屋
の
中
で
も
藩
で
定
め
ら
れ
た
株
を
持
つ
者
の
み

に
販
売
が
許
さ
れ
た
︒﹁
一
先
年
ゟ
宮
原
村
大
江
豊
蔵
儀
︑
日
野
御
一
郡
櫨
之
実

買
入
蝋
打
出
し
座
ニ
御
座
候
処
︑
五
拾
年
及
ひ
以
前
米
子
表
江
右
株
御
治
定
相

成
候
砌
ゟ
豊
蔵
儀
買
入
方
相
止
候
ニ
付
﹂（
後
掲
【
史
料
18
】）
と
︑
宮
原
村
の
大

江
豊
蔵
が
日
野
郡
の
櫨
実
の
買
い
付
け
を
行
っ
て
い
た
が
︑
遅
く
と
も
文
化
六

年
（
一
八
〇
九
）
以
前
の
米
子
蝋
座
の
創
始
以
後
︑
奥
会
見
郡
の
櫨
実
絞
り
は
停

止
さ
れ
た
︒
嘉
永
六
年
（
一
八
五
二
）
七
月
に
中
野
良
助
が
国
産
方
長
役
に
任
命

さ
れ
た
︒
中
野
は
安
政
四
年
（
一
八
五
八
）
二
月
に
は
蝋
座
奉
行
を
兼
任
し
︑
蝋

座
の
業
務
拡
張
が
行
わ
れ
︑
櫨
実
の
絞
り
立
て
も
蝋
座
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
同
六
年
（
一
八
五
九
）
七
月
に
は
︑
蝋
座
役
橋
本
鉄
三
郎
が
蝋
及
び
油
の
交

易
品
引
き
合
い
の
た
め
長
崎
表
に
派
遣
さ
れ
た
︒
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月

に
は
蝋
座
・
国
産
座
が
合
併
し
︑
産
物
会
所
と
な
っ
た
︒
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

五
月
︑
物
産
方
の
改
正
に
よ
り
産
物
会
所
は
市
政
所
に
合
併
さ
れ
︑
蝋
座
は
再
度

独
立
の
機
関
と
な
っ
て
い
る

2
︒

　
﹃
鳥
取
県
史　

第
5
巻　

近
世
文
化
産
業
﹄
五
八
四
頁
に
は
︑﹁
と
こ
ろ
で
︑
事

情
に
よ
り
現
地
で
の
製
蝋
が
許
可
さ
れ
る
例
が
安
政
年
間
以
降
に
出
て
い
る
︒
安

政
六
年
八
月
︑
口
会
見
（
原
文
マ
マ
︑
口
日
野
ヵ
）
郡
大
江
村
の
佐
市
郎
は
﹁
郡
内

で
の
製
蝋
は
国
益
に
も
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
許
可
し
て
ほ
し
い
︒
勿
論
運
上
銀

は
納
め
る
﹂
と
願
い
出
て
︑
絞
り
立
て
は
許
可
さ
れ
︑
生
蝋
は
米
子
蝋
座
か
ら
出

張
し
て
き
た
役
人
が
こ
れ
を
検
査
し
て
買
上
げ
︑
そ
の
あ
と
同
所
で
佐
市
郎
に
下

げ
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
︒（
中
略
）
こ
れ
ら
は
︑
櫨
実
の
輸
送
に
多
大
の
経
費
を

要
し
た
こ
と
︑
ま
た
当
時
は
櫨
実
の
収
穫
量
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て

の
許
可
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂3
と
の
記
述
が
あ
る
︒
ま
ず
は
こ
の
記
事
に

か
か
わ
る
史
料
を
検
討
し
た
い
︒

　

あ
ら
か
じ
め
本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
に
つ
い
て
︑
翻
刻
の
形
式
を
述
べ
て
お

く
︒
形
態
は
全
て
状
（
一
紙
文
書
）
で
あ
る
の
で
記
し
て
い
な
い
︒
人
名
・
地
名

以
外
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
︑
慣
用
助
詞
の
﹁
江
﹂﹁
者
﹂﹁
而
﹂

一

山
陰
研
究
　
別
冊
　
二
〇
二
六
年
三
月
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﹁
与
﹂﹁
茂
﹂
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
︒
欠
字
は
一
字
空
け
︑
平
出
は
二
字
空
け
と

し
︑
抹
消
は
﹁
佐
市
郎
﹂
の
よ
う
に
記
し
た
︒﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3

西
伯
耆
下
﹄
所
収
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
史
料
名
及
び
番
号
を
併
記
し
た
︒

な
お
齊
一
郎
は
﹁
佐
一
郎
﹂﹁
佐
市
郎
﹂﹁
斉
一
郎
﹂
な
ど
同
音
の
異
な
る
表
記
で

記
さ
れ
て
い
る
が
︑
解
説
部
分
で
は
全
て
史
料
原
文
の
ま
ま
記
し
た
︒

一　

齊
一
郎
の
蝋
座
株
及
煉
油
・
蝋
燭
株
出
願

【
史
料
１
】４

　
　
（
包
紙
上
書
）　

 

﹁
口
日
野
郡
大
江
村

　

組
頭　
　
　
　

在
御
目
付
下
奉
行

　
　

佐
一
郎
殿　
　
　
　
　
　

千
賀
蔵　

﹂

一
筆
致
啓
上
候
︑
向
寒
之
砌
弥
御
健
勝
被
成
御
座
珍
重
奉
存
候
︑
私
義
無
事
相
勤

居
申
候
間
御
安
意
可
被
下
︑
然
者
先
日
よ
り
御
内
談
御
心
願
之
油
蝋
燭
株
新
規
ニ

被
仰
付
候
趣
︑
杉
田
氏
ゟ
被
仰
聞
候
間
︑
右
願
書
急
々
御
差
出
し
可
被
成
候
︑
先

達
而
者
度
々
罷
出
段
々
御
世
話
ニ
相
成
り
忝
奉
存
候
︑
其
外
色
々
御
咄
し
御
座
候

得
共
難
筆
紙
尽
︑
何
れ
御
面
上
万
々
御
物
語
可
申
上
候
︑
右
為
可
得
御
意
如
斯
御

座
候
︑
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
御
目
附
下
奉
行

　

十

年
ヵ
）　

5

　（
安
政二

月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
賀
蔵

　
　

清
国
屋

　
　
　

佐
一
郎
様

　

鳥
取
藩
在
目
付
下
奉
行
の
福
井
千
賀
蔵
が
︑
清
国
屋
佐
一
郎
心
願
の
﹁
油
蝋
燭

株
﹂
新
規
許
可
の
旨
を
﹁
杉
田
氏
﹂（【
史
料
12
】
の
杉
田
小
兵
衛
ヵ
）
か
ら
伝
え

ら
れ
︑
そ
の
願
書
の
提
出
を
佐
一
郎
に
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
日
野
郡
は

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
七
月
に
鳥
取
藩
の
在
中
行
政
組
織
の
改
革
に
よ
り
︑
口

日
野
・
奥
日
野
の
二
郡
に
分
割
さ
れ
た

5
︒

【
史
料
２
】6

　
　
（
包
紙
上
書
）　

 

﹁
日
野
郡
大
江
村

　

組
頭　
　

在
御
目
附
下
奉
行

　
　

佐
一
郎
殿　
　
　

千
賀
蔵　

﹂

奉
拝
見
候
︑
弥
御
安
全
被
成
御
勤
目
出
度
奉
存
候
︑
扨
ハ
昨
日
御
兼
勤
被
蒙　

仰

候
由
御
苦
労
様
奉
存
候
︑
其
時
別
紙
御
廻
し
被
成
︑
長
役
中
へ
も
相
咄
候
処
︑
其

御
役
所
江
出
勤
之
上
御
咄
合
相
成
り
候
趣
ニ
付
︑
御
吟
味
役
中
ゟ
も
御
談
し
合
ニ

相
成
り
候
様
御
取
計
可
被
遣
候
︑
尤
願
面
之
通
り
ニ
而
者
差
支
茂
可
有
之
与
奉
存

候
間
︑
左
之
意
味
合
ニ
相
願
候
得
者
如
何
与
奉
存
候
︑
右
貴
答
迄
申
上
度
早
々
以

上
　

二

年
ヵ
）　

6

　（
安
政月

十
三
日

日
野
郡
一
郡
蝋
座
御
用
懸
り
蝋
打
出
し
御
免
被　

仰
付
被
為
下
候
得
者
︑
生
蝋　

一
旦
御
上
納
申
上
︑
右
郡
中
江
御
渡
し
被
為
下
候
へ
ハ
︑
ろ
ふ
そ
く
・
煉
油
等
成

丈
ケ
下
直
売
捌
︑
下
方
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

　

佐
一
郎
が
千
賀
蔵
に
送
っ
た
﹁
別
紙
﹂（
後
掲
【
史
料
3
】
の
原
型
ヵ
）
を

﹁
長
役
﹂（
=
上
役
）
に
提
出
し
相
談
の
結
果
︑
願
面
の
ま
ま
で
は
差
し
支
え
が
あ

る
の
で
︑﹁
日
野
郡
︙
﹂
以
下
の
文
面
へ
の
訂
正
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
︒

【
史
料
３
】7

　
　
　

乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚

二

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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一
近
年
植
物
方
御
趣
意
結
構
被　

仰
出
候
付
而
者
︑
諸
苗
御
渡
し
被
為
遣
︑
植

付
追
々
盛
木
実
分
益
分
ニ
相
成
︑
一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
︑
就
中
日
野
郡
之

儀
者
山
分
ニ
而
櫨
土
地
ニ
相
応
仕
候
へ
共
︑
米
子
蝋
座
迄
道
法
四
里
︑
其
余
者

順
々
七
八
里
拾
里
余
之
所
ニ
而
︑
櫨
実
拾
貫
目
ニ
付
弐
匁
位
ゟ
道
法
ニ
随
ひ

五
六
匁
余
も
駄
賃
相
嵩
︑
一
統
難
渋
仕
候
間
︑
日
野
郡
一
郡
蝋
座
御
用
懸
蝋
打

出
し
御
免
被　

仰
付
被
為
下
候
得
者
︑
生
蝋
一
旦
御
上
納
申
上
︑
右
蝋
私
江
御

渡
し
被
為
下
候
ハ
ヽ
︑
蝋
燭
・
煉
油
等
成
丈
ケ
下
直
ニ
御
郡
中
売
捌
︑
全
下
モ

方
為
筋
ニ
相
成
候
様
仕
度
奉
存
候
︑
全
体
当
御
郡
之
儀
者
蝋
座
株
無
御
座
︑
第

一
雲
州
其
外
諸
国
ゟ
蝋
燭
持
参
売
事
仕
︑
銀
子
不
少
他
国
へ
持
帰
り
候
間
︑
御

国
産
ニ
而
売
弘
候
得
者
全
御
国
益
ニ
相
成
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
︑
尤
御
運
上
銀

奉
差
上
度
︑
何
卒
格
別
之
御
評
儀
を
以
蝋
座
株
被　

仰
付
被
為
下
候
様
︑
偏
ニ

宜
奉
願
上
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
主
大
江
村
組
頭

　
　
　

安
政
五（

六
）年

未
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

溝
口
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
助
殿

　

右
之
通
奉
願
上
候
︑
宜
被　

仰
付
可
被
為
下
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
村
庄
屋
溝
口
宿

　
　
　
　

未
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜　

助

　
　
　
　
　

西
古
治
左
衛
門
殿

　
　
　
　

御
書
写
し　
　
　
　
　

但
し
半
紙
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
郡
大
江
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
市
郎

　

右
者
蝋
座
御
用
懸
り
蝋
打
出
し
被　

仰
付
候
事

　
　
　

但
御
締
合
之
儀
も
有
之
ニ
付
︑
米
子
藍
製
場
出
張
役
ゟ
相
改
候
様
被　

仰

付
候
間
︑
御
法
厳
重
相
守
可
申
事

　

こ
の
史
料
か
ら
︑
大
江
村
組
頭
の
佐
一
郎
は
︑
日
野
郡
は
米
子
蝋
座
か
ら
四
里

（
=
約
16
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）︑
遠
い
所
で
は
一
〇
里
以
上
も
離
れ
て
お
り
︑
郡
内
で

生
産
す
る
櫨
実
を
米
子
に
運
送
す
る
に
は
銀
二
匁
か
ら
六
匁
位
ま
で
の
費
用
が
か

か
る
︑
自
分
に
蝋
座
御
用
懸
を
命
じ
︑
生
蝋
を
一
旦
米
子
蝋
座
に
上
納
し
下
げ
渡

し
て
く
れ
た
ら
︑
蝋
燭
や
煉
油
を
郡
内
に
安
価
に
販
売
し
︑
在
方
に
役
立
つ
よ
う

に
し
た
い
︑
日
野
郡
に
は
蝋
座
株
が
な
い
の
で
︑
出
雲
な
ど
の
隣
国
か
ら
蝋
を
購

入
す
る
た
め
︑
銀
子
が
他
国
へ
流
出
し
て
い
る
の
で
︑
蝋
を
国
産
で
売
却
す
れ
ば

国
益
に
な
る
︑
も
ち
ろ
ん
運
上
銀
は
納
め
る
の
で
︑
自
分
に
蝋
座
株
を
許
可
し
て

ほ
し
い
と
︑
居
村
の
庄
屋
喜
助
を
通
し
て
藩
役
人
の
西
古
治
左
衛
門
に
願
っ
た
こ

と
が
分
か
る
︒

　

こ
の
願
書
が
出
さ
れ
た
後
︑
鳥
取
藩
在
御
用
場
の
記
録
で
あ
る
﹁
在
方
諸
事

控
﹂
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
八
月
一
一
日
条
に
︑﹁
一
口
日
野
郡
大
江
村
佐
一

郎
と
申
者
︑
日
野
一
郡
丈
ケ
蝋
打
出
し
御
免
︑
蝋
座
御
用
懸
り
被
仰
付
被
為
下
候

様
︑
左
之
願
書
差
出
し
候
ニ
付
︑
右
願
書
を
以
御
国
産
方
長
役
・
蝋
座
長
役
受
持

中
野
良
助
懸
合
置
候
処
︑
向
方
よ
り
申
達
し
御
聞
届
相
済
候
旨
ニ
て
︑
今
日
左
之

御
書
付
下
り
候
ニ
付
︑
其
段
御
郡
え
申
遣
ス
︒
但
し
︑
右
良
助
よ
り
も
御
聞
届
相

済
候
段
︑
申
越
し
候
事
﹂8
と
の
記
載
が
あ
り
︑【
史
料
3
】
と
同
文
の
願
書
が

安
政
六
年
四
月
付
け
で
佐
市
郎
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
︑
蝋
座
奉
行
中
野
良
助
の
了

承
を
得
て
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
続
い
て
﹁
御
書
付　

日
野
郡
之
儀
は
生

蝋
払
底
之
場
所
︑
是
迄
他
所
蝋
而
已
ニ
て
煉
油
蝋
燭
等
高
直
ニ
有
之
候
処
︑
近
年

櫨
苗
植
付
櫨
実
余
程
出
来
致
し
候
処
︑
左
之
者
蝋
打
出
し
地
払
之
儀
願
出
候
付
︑

願
之
通
蝋
座
御
用
懸
蝋
打
出
被
仰
付
︑
御
締
合
之
儀
も
有
之
ニ
付
︑
米
子
出
張
役

よ
り
相
改
生
蝋
一
旦
御
買
上
︑
於
同
所
御
払
ニ
被
仰
付
候
間
︑
此
旨
可
被
申
渡
事

　

日
野
郡
大
江
村
佐
市
郎
﹂9
が
出
さ
れ
︑
佐
市
郎
が
日
野
郡
内
か
ら
集
荷
し
た

三

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）

－ 268 －



生
蝋
は
︑
米
子
蝋
座
か
ら
出
張
し
た
役
人
が
検
査
し
て
一
旦
買
い
上
げ
︑
そ
の
後

同
所
で
佐
市
郎
に
下
げ
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

ま
た
同
年
一
二
月
五
日
条
に
は
︑﹁
御
国
産
談
書　

日
野
郡
出
来
之
櫨
実
︑
米

子
製
蝋
場
え
差
出
来
候
分
は
是
迄
之
通
︑
他
所
え
売
捌
候
向
︑
并
追
々
出
来
之
分

は
左
之
者
手
前
え
持
出
し
︑
相
当
之
直
段
ニ
売
払
候
様
御
触
出
し
被
下
度
︑
此
段

御
談
申
候
事　

日
野
郡
大
江
村
佐
市
郎
﹂
と
の
蝋
座
奉
行
中
野
良
助
か
ら
の
相
談

を
受
け
︑
奥
・
口
日
野
両
郡
へ
︑﹁
然
は
︑
其
御
郡
ニ
て
出
来
之
櫨
実
︑
米
子
製

蝋
場
え
差
出
出
来
候
分
は
︑
是
迄
之
通
ニ
候
得
共
︑
其
余
他
所
え
売
捌
来
居
申
分
︑

并
追
々
出
来
之
分
共
︑
此
已
後
左
之
者
（
佐
市
郎

－

引
用
者
注

－

）
手
前
え
持
出

し
相
当
之
直
段
ニ
売
払
候
様
︑
村
々
え
可
被
申
渡
候
﹂10
︑
と
︑
米
子
製
蝋
場
へ

の
分
を
除
い
た
日
野
郡
産
の
櫨
実
を
佐
市
郎
に
適
切
な
価
格
で
送
付
し
売
却
す
る

こ
と
が
︑
藩
役
所
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
︒

【
史
料
４
】１１

　
　
　
　

乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚

一
日
野
郡
之
儀
者
往
古
ゟ
煉
油
蝋
燭
師
株
無
御
座
候
ニ
付
︑
他
国
ゟ
両
品
共
買
入

用
弁
仕
候
所
︑
近
来
別
而
高
直
ニ
相
成
銀
子
不
少
他
国
江
持
帰
り
候
間
︑
煉
油

蝋
燭
師
株
被　

仰
付
被
為
下
候
様
奉
願
上
候
︑
左
候
ハ
ヽ
農
業
透
間
稼
ニ
成
丈

相
働
︑
御
郡
中
江　

御
国
産
ニ
而
売
弘
度
奉
存
候
︑
尤
仕
ひ
蝋
之
儀
者
御
願
申

上
候
間
︑
御
渡
被
為
遣
候
様
是
又
奉
願
上
候
︑
何
卒
願
之
通
御
聞
届
被　

仰
付

被
為
下
候
様
奉
願
上
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
主
大
江
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
市
郎
㊞

　
　
　

安
政
七
年
申
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

溝
口
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
助
殿

　

右
之
通
奉
願
上
候
︑
宜
被　

仰
付
可
被
為
下
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
溝
口
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜　

助
㊞

　
　
　
　
　

申
正
月

　
　
　
　
　
　

野
坂
金
次
郎
殿

　

右
之
通
願
出
候
段
相
違
無
御
座
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
庄
屋

　
　
　

申
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
坂
金
次
良
㊞

　
　
　
　

生
田
甚
兵
衛
殿

　

前
書
之
通
奉
願
上
候
ニ
付
取
次
差
上
申
候
︑
宜
被　

仰
付
可
被
為
下
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
日
野
郡
大
庄
屋

　
　
　

申
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
田
甚
兵
衛
㊞

　

神
戸
大
助
様

　
【
史
料
3
】
を
受
け
て
︑
翌
安
政
七
年
正
月
に
︑
佐
市
郎
が
煉
油
蝋
燭
師
株
の

許
可
と
︑
煉
油
・
蝋
燭
両
品
の
販
売
許
可
を
︑
溝
口
宿
庄
屋
喜
助
↓
中
庄
屋

12
野

坂
金
次
良
↓
口
日
野
郡
大
庄
屋
生
田
甚
兵
衛
の
ル
ー
ト
で
︑
鳥
取
藩
在
方
吟
味
役

兼
御
両
国
在
中
産
物
御
用
懸
の
神
戸
大
助

13
に
申
請
し
た
も
の
で
あ
る
︒

【
史
料
５
】１４

　
　
　
　

乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚

一
日
野
郡
之
儀
者
山
分
多
御
郡
ニ
御
座
候
所
︑
近
年
御
改
正　

被　

仰
出
︑
別
而

植
物
方
御
教
諭
之
上
村
々
江
諸
苗
御
渡
被
為
遣
候
ニ
付
而
ハ
︑
櫨
共
追
々
多
分

出
来
候
得
共
︑
煉
油
蝋
燭
師
無
御
座
他
国
ゟ
買
入
用
弁
仕
候
所
︑
右
両
品
共
近

四

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
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年
別
而
高
直
ニ
而
銀
子
不
少
他
国
江
持
帰
候
間
︑
煉
油
蝋
燭
師
株
被　

仰
付
被

為
下
候
様
奉
願
上
候
︑
左
候
ハ
ヽ
農
業
透
間
稼
成
丈
ケ
相
働
︑
御
郡
中
江
御
国

産
ニ
而
売
弘
度
奉
存
候
︑
尤
仕
ひ
蝋
之
儀
者
御
願
申
上
候
間
︑
御
渡
被
為
遣
候

様
是
又
奉
願
上
候
︑
何
卒
願
之
通
御
聞
届
被　

仰
付
被
為
下
候
様
奉
願
上
候
︑

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
日
野
郡
大
江
村
願
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
市
郎
㊞

　
　
　
　

安
政
七
年
申
二
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
庄
屋
溝
口
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜　

助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

油
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
八
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
欠
）

　

鳥
取
町
人
で
蝋
座
長
役
の
油
屋
惣
八

15
に
一
ヶ
月
後
に
宛
て
た
︑【
史
料
4
】

と
同
趣
旨
の
願
書
で
あ
る
︒

【
史
料
6
】１6

一
筆
致
啓
上
候
︑
先
以
秋
暑
之
砌
御
座
候
得
者
︑
弥
御
堅
固
被
成
御
座
珍
重
奉
存

候
︑
然
者
当
春
蝋
燭
煉
り
油
株
願
下
書
御
差
出
之
節
︑
在
御
用
場
江
者
御
入
出
不

相
成
︑
一
向
私
義
も
心
付
ず
延
引
ニ
相
成
り
候
ニ
付
︑
急
々
下
地
之
通
御
認
メ
御

廻
し
可
被
成
候
︑
別
ニ
忰
名
前
ニ
而
右
之
通
り
之
願
書
四
通
御
認
メ
御
廻
し
可
被

成
候
︑
段
々
申
上
度
義
も
大
山
程
も
御
座
候
得
共
︑
何
れ
尊
顔
之
上
参
り
御
咄
し

可
申
上
候
︑
右
之
段
為
可
得
御
意
如
此
御
座
候
︑
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
御
目
付
方

八（
万
延
元
年
ヵ
）

月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
賀
蔵

　
　

佐
一
郎
様

　
【
史
料
4
・
5
】
の
願
書
は
提
出
後
そ
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
て
い
た
が
︑
万
延

元
年
（
一
八
六
〇
）
八
月
に
至
り
千
賀
蔵
が
︑
自
身
で
添
削
し
た
願
書
の
下
書
き

を
佐
一
郎
に
送
り
︑﹁
忰
名
前
﹂
で
四
通
を
作
成
し
た
願
書
の
送
付
を
依
頼
し
た

も
の
で
あ
る
︒
こ
の
忰
は
︑【
史
料
7
】
の
大
江
村
熊
之
助
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ

の
よ
う
に
︑
鳥
取
藩
在
方
役
人
の
千
賀
蔵
が
佐
一
郎
の
蝋
座
株
及
び
煉
油
蝋
燭
師

株
出
願
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

【
史
料
7
】１7

　
　
　
　

乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚

一
日
野
郡
之
儀
者
山
分
多
御
郡
ニ
御
座
候
所
︑
近
年
御
改
正
被　

仰
出
︑
別
而
植

物
方
御
教
諭
之
上
諸
苗
村
々
江
御
渡
被
為
遣
候
ニ
付
而
ハ
︑
櫨
共
追
々
多
分
出
来

候
得
共
︑
煉
油
蝋
燭
師
無
御
座
他
国
ゟ
買
入
用
弁
仕
候
所
︑
右
両
品
共
近
来
別
而

高
直
ニ
而
銀
子
不
少
他
国
江
持
帰
候
間
︑
煉
油
蝋
燭
師
株
被　

仰
付
被
為
下
候
様

奉
願
上
候
︑
左
候
ハ
ヽ
農
業
透
間
稼
成
丈
ケ
相
働
︑
御
郡
中
へ
御
国
産
ニ
而
売
弘

度
奉
存
候
︑
尤
仕
ひ
蝋
之
儀
者
御
願
申
上
候
間
︑
御
渡
被
為
遣
候
様
是
又
奉
願
上

候
︑
何
卒
願
之
通
御
聞
届
被　

仰
付
被
為
下
候
様
奉
願
上
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
日
野
郡
大
江
村

　
　

万
延
元
年
申
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
之
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
市
郎
㊞

　
　
　
　
　
　

溝
口
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
助
殿

右
之
通
奉
願
候
︑
宜
被　

仰
付
可
被
為
下
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
溝
口
宿

五

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
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出
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い
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喜　

助
㊞

　
　
　

申
八
月

　
　
　
　
　

野
坂
金
次
郎
殿

　
【
史
料
6
】
で
千
賀
蔵
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
煉
油
蝋
燭
師
株
の
下
付
を
︑
大

江
村
熊
之
助

18
︑
同
村
組
頭
佐
市
郎
の
連
印
で
︑
溝
口
宿
庄
屋
喜
助
の
奥
印
を
得

て
中
庄
屋
野
坂
金
次
郎
に
出
願
し
た
も
の
で
あ
る
︒
紙
幅
の
都
合
で
写
真
を
掲
載

で
き
な
い
が
︑
熊
之
助
と
佐
市
郎
の
印
影
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
佐
市
郎
が

熊
之
助
名
義
で
出
願
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

【
史
料
8
】１9

　
　
（
包
紙
上
書
）　

﹁
日
野
郡
大
江
村

　
　

組
頭　
　
　

在
御
目
付
方

　
　
　

佐
一
郎
殿　

千
賀
蔵

　
　
　

淀
江
ゟ
村
送
り
ヲ
以
早
　々

﹂

一
筆
致
啓
上
候
︑
弥
御
健
勝
被
成
御
座
珍
重
奉
存
候
︑
然
者
先
達
而
御
談
し
被
成

候
河
子
分
蝋
燭
株
之
義
︑
貴
殿
御
出
浮
相
成
り
候
得
者
早
々
可
被
仰
付
訳
ケ
ニ
相

成
り
候
ニ
付
︑
大
急
御
出
浮
被
成
︑
時
々
近
々
ニ
者
私
義
も
在
出
致
候
ニ
付
︑
左

候
へ
者
不
都
合
訳
ケ
も
有
之
義
ニ
付
︑
此
書
状
達
し
次
第
早
々
御
来
駕
奉
待
入
︑

右
之
段
為
可
得
御
意
如
斯
御
座
候
︑
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
賀
蔵

　

九　（
万
延
元
年
ヵ
）　

月
十
三
日

　
　

佐
一
郎
様

　
【
史
料
7
】
の
出
願

20
に
つ
い
て
︑
佐
一
郎
が
﹁
出
浮
﹂（
藩
役
所
に
出
頭
）
す

れ
ば
許
可
さ
れ
る
と
の
見
通
し
を
︑
千
賀
蔵
が
佐
一
郎
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
在
方
諸
事
控
﹂
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
九
月
一
九
日
条
に
︑﹁
一
口
日
野
郡
大

江
村
熊
之
助
と
申
も
の
︑
農
業
之
透
間
煉
油
蝋
燭
職
相
稼
度
旨
ニ
て
︑
新
株
被
仰

付
被
為
下
候
様
︑
左
之
願
書
差
出
し
候
ニ
付
︑
可
然
取
計
之
儀
︑
御
国
産
方
長
役

蝋
座
長
役
受
持
中
野
良
助
え
懸
合
置
候
処
︑
引
合
相
済
願
之
通
承
届
候
旨
︑
尤
申

渡
し
度
御
用
之
儀
有
之
ニ
付
︑
同
人
義
急
ニ
蝋
座
御
役
所
え
罷
出
候
様
可
申
付
旨

及
返
答
候
ニ
付
承
届
︑
其
段
御
郡
え
申
遣
ス
﹂21
の
記
事
が
あ
り
︑
す
ぐ
に
許
可

さ
れ
て
い
る
︒

【
史
料
9
】２２

貴
札
忝
拝
見
仕
候
︑
先
以
弥　

御
壮
栄
被
成
御
勤
目
出
度
奉
存
候
︑
然
者
御
郡
大

江
村
佐
一
郎
先
達
而
蝋
座
株
被　

仰
付
居
候
処
︑
櫨
実
買
取
銀
蝋
座
御
役
所
ゟ
拝

借
致
し
度
段
願
出
候
得
共
︑
御
郡
ニ
而
者
是
迄
振
合
無
御
座
ニ
付
︑
当
郡
ニ
者
様

子
相
分
り
申
候
旨
御
聞
及
被
成
︑
願
人
証
文
夫
々
奥
書
振
為
知
呉
候
様
︑
且
願
人

ゟ
質
地
等
見
込
居
可
申
候
哉
︑
是
又
同
様
委
細
為
知
越
し
候
様
御
申
越
被
成
承
知

仕
候
︑
尓
時
証
文
面
奥
書
等
之
儀
者
扣
有
之
ニ
付
送
進
申
上
候
︑
且
又
質
地
等
之

儀
者
先
役
ゟ
見
届
居
不
申
ニ
付
其
儘
ニ
相
成
居
候
得
共
︑
年
々
無
滞
決
算
仕
候
儀

ニ
御
座
候
間
︑
左
様
御
承
知
可
被
成
候
︑
尤
右
大
江
村
佐
一
郎
蝋
座
株
願
之
願
書

扣
︑
且
被　

仰
付
振
等
︑
乍
御
面
倒
委
細
御
様
子
御
知
ら
せ
可
被
遣
候
様
奉
頼
上

候
︑
右
之
段
貴
答
旁
如
斯
ニ
御
座
候
︑
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
田
六
右
衛
門

　
　

十 （
万
延
元
年
ヵ
） 

月
十
九
日

生
田
甚
兵
衛
様

　

佐
一
郎
は
蝋
座
株
許
可
を
受
け
︑
櫨
実
買
い
取
り
の
た
め
蝋
座
役
所
に
銀
の
拝

借
を
願
い
出
た
︒
日
野
郡
に
は
類
例
が
な
か
っ
た
た
め
︑
大
庄
屋
の
生
田
甚
兵
衛

が
汗
入
郡
大
庄
屋
の
生
田
六
右
衛
門
に
︑
拝
借
証
文
及
び
奥
書
の
書
式
と
願
人
か

六

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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ら
取
る
質
地
の
詳
細
に
つ
き
問
い
合
わ
せ
て
お
り
︑
生
田
六
右
衛
門
は
佐
一
郎
の

蝋
座
株
願
書
と
許
可
に
つ
い
て
の
報
知
を
依
頼
し
て
い
る
︒

【
史
料
１0
】２３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹁　

扣
（
端
裏
書
）

　

﹂

　
　
　
　

覚

一
御
銀
札
三㊞（

兵
三
郎
）

貫
目

右
之
通
櫨
実
御
内
貸
与
シ
テ
慥
ニ
拝
借
奉
仕
候
処
実
正
ニ
御
座
候
︑
然
ル
上
者
来

春
鳥
取
蝋
座
御
役
所
江
櫨
実
を
以
御
上
納
可
申
上
候
︑
万
一
不
納
之
節
者
御
法
之

加
利
足
無
相
違
御
返
納
可
申
上
候
︑
依
而
御
内
貸
証
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

汗
入
郡
御
来
屋
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
三
郎
㊞

　

万
延
元
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
頭

　
　

申
十
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
次
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
三
郎
㊞

　
　
　

庄
屋

　
　
　
　

九
郎
兵
衛
殿

右
之
通
奉
願
上
候
間
︑
宜
敷
被　

仰
上
可
被
下
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　

申
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
郎
兵
衛
㊞

　
　
　

鷲
見
為
三
郎
殿

右
之
通
奉
願
上
候
間
︑
宜
敷
被　

仰
付
可
被
下
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
庄
屋

　
　
　

申
十
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
見
為
三
郎
㊞

　
　
　

生
田
六
右
衛
門
殿

前
書
之
通
拝
借
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
︑
然
ル
上
者
櫨
実
買
集
メ
︑
蝋
座
御
役
所

江
為
差
出
可
申
候
︑
若
シ
当
人
不
埒
之
儀
も
御
座
候
得
者
私
引
受
急
度
上
納
可
仕

候
︑
依
而
奥
書
仕
候
︑
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

汗
入
郡
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
田
六
右
衛
門

　

田
渕
唯
右
衛
門
様

　
【
史
料
9
】
で
述
べ
ら
れ
た
︑
汗
入
郡
御
来
屋
村
平
三
郎
の
万
延
元
年

（
一
八
六
〇
）
一
〇
月
付
の
銀
札
三
貫
目
拝
借
請
証
文
で
あ
る
︒

【
史
料
１１
】２４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹁　（

端
裏
書
）　

大
江
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
一
郎
﹂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
小
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
坂
幸
之
助
㊞

　
　
　

㊞
拝
借
仕
御
銀
之
事

㊞
一
御
銀
札
弐㊞（

佐
市
郎
）

貫
目

右
之
通
櫨
実
代
御
内
貸
慥
奉
拝
借
仕
候
所
実
正
ニ
御
座
候
︑
然
ル
上
者
来
ル
酉

七
月
限
以
生
蝋
上
納
可
申
上
候
︑
万
一
拝
借
人
不
納
之
節
者
御
法
之
加
利
足
︑

引
請
両
人
ゟ
弁
上
納
可
仕
候
︑
為
後
日
拝
借
証
文
依
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
日
野
郡
大
江
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
借
人

　
　
　
　
　

万
延
元
年
申
十　

㊞（
抹
消
）　

二
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
市
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
請
人
小
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄　

蔵
㊞

七

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
溝
口
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
蔵
殿

右
之
通
奉
願
候
段
相
違
無
御
座
候
︑
右
拝
借
人
不
埒
之
儀
茂
御
座
候
ハ
ヽ
︑

私
引
請
急
度
取
立
御
返
納
可
仕
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
溝
口
宿

　
　
　
　
　
　
　

申
十
二
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

橋
谷
善
左
衛
門
殿

　
﹁（

×
で
抹
消
）

右
之
通
奉
願
候
段
相
違
無
御
座
候
︑
不
埒
之
節
者
取
立
上
納
可
仕
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
庄
屋

　
　
　
　
　
　

申
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
谷
善
左
衛
門
㊞
﹂

　
　
　
　
　
　
　
　

野
坂
金
次
郎
殿

﹁　（
×
で
抹
消
）　

前
書
之
通
拝
借
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
︑
若
当
人
不
埒
之
儀
茂
御
座
候
得
者
︑

私
引
請
急
度
取
立
上
納
可
仕
候
︑
依
而
奥
書
仕
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
日
野
郡
大
庄
屋

　
　
　
　
　

申
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
坂
金
次
郎
㊞
﹂

　

田
渕
唯
右
衛
門
様

　
【
史
料
9
】
で
述
べ
ら
れ
た
佐
一
郎
の
櫨
実
代
内
借
願
許
可
を
受
け
︑
佐
市
郎

が
出
し
た
銀
札
二
貫
目
の
拝
借
証
文
で
あ
り
︑
翌
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
七
月

ま
で
に
生
蝋
を
上
納
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
︑
大
江
村
小
頭
の
栄
蔵
・
慶
蔵

が
引
請
人
と
な
り
︑
溝
口
宿
庄
屋
勝
蔵
が
奥
印
の
上
︑
中
庄
屋
橋
谷
善
左
衛
門
か

ら
口
日
野
郡
大
庄
屋
野
坂
金
次
郎
を
経
て
︑
藩
役
人
の
田
渕
唯
右
衛
門
に
提
出
さ

れ
た
︒
袖
に
連
署
し
た
杉
田
小
兵
衛
は
鳥
取
藩
蝋
座
諸
積
役
︑
神
坂
幸
之
助
は
植

物
方
役
人
で
あ
る

25
︒

二　

齊
一
郎
の
活
動
と
明
治
四
年
の
再
願

　

こ
こ
で
は
︑
蝋
座
株
を
取
得
し
て
以
後
の
齊
一
郎
の
蝋
座
御
用
の
活
動
や
商
業

活
動
と
︑
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
蝋
座
株
再
願
に
つ
い
て
の
史
料
を
紹
介
す

る
︒
ま
ず
︑
幕
末
期
と
推
定
さ
れ
る
年
次
不
詳
の
二
点
の
史
料
を
み
た
い
︒

【
史
料
１２
】２6	

　
　
（
包
紙
上
書
）

﹁
日
野
郡

　
　

大
江
村

　
　
　

佐
市
郎
殿　

杉
田
小
兵
衛

　

大
急
御
用　

村
送
り

　

二
月
九
日
ニ
出
ス　
　
　
　
　
　

﹂

一
筆
申
入
候
︑
然
者
蝋
座
御
役
所
御
用
油
差
支
候
ニ
付
︑
左
之
通
馬
荷
ニ
シ
テ
大

急
可
被
差
出
候
︑
右
駄
賃
之
儀
者
御
用
荷
売
荷
之
間
︑
駄
賃
ヲ
払
可
被
申
候
︑
蝋

座
御
用
之
御
絵
府
ヲ
建
才
領
付
ニ
シ
テ
︑
此
書
状
相
達
候
次
第
差
出
可
被
申
候
︑

且
又
其
節
桐
実
売
入
之
最
中
ニ
付
︑
実
高
取
調
候
代
銀
差
支
候
ヘ
者
︑
拝
借
も
被

仰
付
候
間
︑
左
様
御
心
得
可
有
之
候
︑
此
段
得
御
意
候
︑
以
上

　

二
月
十
九
日

一
桐
油
三
拾
挺

　

�
尚
々
一
日
も
早
く
御
送
り
出
し
可
有
之
候
︑
上
之
御
入
用
ニ
付
︑
当
時
油
出
来

高
可
被
申
達
候

　

〆

　

佐
市
郎
が
蝋
座
役
所
の
御
用
で
使
う
桐
油
三
〇
挺
の
送
付
を
︑
藩
役
人
の
杉
田

八

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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小
兵
衛
か
ら
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
才
領
付
き
の
馬
で
﹁
蝋
座
御
用
之
御
絵

府
﹂
を
建
て
て
運
ぶ
﹁
御
用
荷
﹂
で
︑
駄
賃
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
︒

【
史
料
１３
】２7	

　
　
（
包
紙
上
書
）

﹁
日
野
郡

　

大
江
村

　
　

佐
市
郎
殿　

橋
本
鉄
三
郎

　

五
月
十
日
村
送
り　
　
　
　
　

﹂

　
　
（
包
紙
に
貼
り
継
ぎ
）

﹁　
　

覚

　

一
御
状
壱
通

　

右
之
通
村
送
り
を
以
無
滞
早
々
相
達
し
可
被
申
候
︑
以
上

　

五
月
十
日　
　

世
山
徳
左
衛
門
印

　
　

村
々
庄
屋
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹂

一
筆
申
入
候
︑
然
者
蝋
絞
り
立
之
儀
ニ
付
急
々
致
面
談
度
ニ
付
︑
米
子
藍
座
迄
可

被
出
候
︑
此
段
申
入
候
︑
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本
鉄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
昭
（
花
押
）

　

五
月
十
日

　

大
江
村

　
　

佐
市
郎
殿

　

蝋
座
役
の
橋
本
鉄
三
郎
安
昭
が
︑
蝋
絞
り
立
て
の
件
で
米
子
藍
座
で
の
面
談
を

佐
市
郎
に
求
め
た
も
の
で
あ
り
︑
世
山
徳
左
衛
門
が
押
印
し
て
村
送
り
で
佐
市
郎

に
届
け
ら
れ
た
公
式
の
召
喚
状
で
あ
る
︒

【
史
料
１４
】２8	

　
　
　
　
　
　
　

覚

申
と
し
買
入

一
櫨
実
五
百
七
貫
四
百
目

　
　

代
九
百
六
拾
四
匁　

但
し
百
貫
目
ニ
付
百
九
十
目
か
へ

　

外
ニ
三
百
三
拾
目
雑
用　

但
し
こ
な
し　

は
た
き　

打
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

苧
代　

叺
代　

〆
百
貫
目
ニ
付
六
十
五
匁

　

〆
壱
〆
弐
百
九
十
四
匁

　

此
蝋
六
拾
八
〆
目　

但
し
三
割
三
歩
四
厘
出

　
　
　

代
壱
〆
七
百
六
十
八
匁　

但
し
地
払
御
直
段
弐
百
六
十
目
ニ
シ
テ

　

差
引
残
而
四
百
七
十
四
匁　

利
銀

酉
と
し
買
入

一
同
弐
百
三
拾
弐
〆
目

　
　

代
五
百
壱
匁　

但
し
弐
百
十
六
匁
買
并
し

　

外
ニ
百
五
拾
目
八
分　

入
用
〆
辻
右
同
断

　

〆
六
百
五
十
壱
匁
八
分

　

此
蝋
三
拾
壱
〆
六
百
目　

但
し
壱
割
三
歩
六
厘
二
出

　
　

代
八
百
廿
壱
匁
六
分　

右
同
断

　

差
引
残
而
百
六
拾
九
匁
八
分　

利
銀

戌
と
し
買
入

一
同
九
百
三
拾
壱
〆
目

　
　

代
弐
〆
廿
九
匁
五
分
八
厘　

但
し
百
貫
目
ニ
付
二
百
十
八
匁
か
へ

　

外
ニ
六
百
五
匁
壱
分
五
り　

雑
用
右
同
断

九

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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〆
弐
〆
六
百
三
十
四
匁
七
分
三
り

　

此
蝋
百
廿
九
貫
八
百
目　

但
し
壱
割
三
歩
九
厘
四

　
　

代
三
貫
三
百
七
十
四
匁
八
分　

地
払
御
直
段
ニ
シ
テ

　

差
引
七
百
四
十
目
七
厘　

過
銀

　

利
銀
三
口
合
壱
〆
三
百
八
拾
三
匁
八
分
七
厘

　

右
之
通
御
座
候
︑
宜
敷
奉
願
上
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
日
野
郡
大
江
村

　
　

文
久
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
市
郎
㊞

　
　
　

亥
三
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

蝋
座

　
　
　

御
役
所

　

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か
ら
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
ま
で
の
三
年
間
に
佐

市
郎
が
購
入
し
た
櫨
実
合
計
一
六
七
〇
貫
四
〇
〇
目
︑
こ
れ
か
ら
製
成
し
た
蝋

二
三
四
貫
四
〇
〇
目
︑
蝋
の
売
却
代
銀
か
ら
諸
経
費
を
差
し
引
い
た
利
銀
（
純
利

益
）
銀
一
貫
三
八
三
匁
八
分
七
厘
を
︑
鳥
取
藩
の
蝋
座
役
所
に
報
告
し
た
も
の
で

あ
る
︒【

史
料
１５
】２9	

　
　
　

覚

一
銀
札
三
百
八
拾
六
匁
九
分
八
厘

右
者
去
ル
申
年
ゟ
去
亥
年
迄
自
絞
蝋
売
払
代
銀
高
七
貫
七
百
三
拾
九
匁
六
分
八

厘
ニ
五
歩
之
御
運
上
銀
払
付
ニ
而
受
取
︑
鳥
取
江
相
廻
し
申
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本
鉄
三
郎
判

　
　

元
治
元
年

　
　
　

子
十
二
月
十
八
日

　
　
　

大
江
村

　
　
　
　
　

佐
一
郎
殿

一
銀
札
弐
百
三
匁
七
分
八
厘

　
　

同
御
文
言
寅
年
上
納

一
同
弐
百
廿
八
匁
三
分
八
厘

　
　

同
御
文
言
卯
年
上
納

一
同
三
百
五
拾
匁
壱
分
壱
厘

　
　

同
御
文
言
巳
年
上
納

一
同
六
拾
八
匁
七
分
弐
厘

　
　

同
御
文
言
辰
年
上
納

一
同
四
百
六
拾
九
匁
三
分
壱
厘

　
　

同
御
文
言
午
年
上
納

　

本
史
料
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
以
降
と
推
定
さ
れ
る
︒
蝋
売
却
の
運
上
銀

の
割
合
は
五
歩
（
五
％
）
で
あ
り
︑
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
は
︑
万
延
元
年

（
一
八
六
〇
）
か
ら
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
ま
で
の
蝋
売
却
高
銀
七
貫
七
三
九

匁
の
運
上
銀
と
し
て
銀
札
三
六
八
匁
九
分
八
厘
を
︑
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

二
〇
三
匁
七
分
八
厘
︑
同
三
年
二
二
八
匁
三
分
八
厘
︑
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

六
八
匁
七
分
一
厘
︑
同
二
年
三
五
〇
匁
一
分
一
厘
︑
同
三
年
に
四
六
九
匁
三
分
一

厘
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
蝋
座
役
所
に
上
納
し
て
い
る
︒
な
お
差
出
人
の
橋
本
鉄
三
郎
は
︑

元
治
元
年
当
時
会
見
郡
粟
嶋
村
役
所
詰
の
綿
御
趣
向
所
の
役
人
で
あ
り
︑
米
子
蝋

製
水
車
を
担
当
し
て
い
た

30
︒

【
史
料
１6
】３１	

　
　
（
端
裏
書
）

 

﹁
蔵
屋
様　
　
　
　
　
　
　

生
蝋
仕
切

㊞

（
印
文﹁
雲
州
三
保
関
古
浦
屋
﹂︑以
下
同
）﹂

一
〇

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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買
仕
切

　

㊞
（
割
印
）

　

一
生
蝋
五
拾
六
叺

　
　
　

皆
懸
〆

　
　
　

八
百
弐
拾
八
貫
目

　
　
　
　

内
拾
壱
〆
六
百
七
拾
目　

欠
引

　
　
　
　

内
弐
〆
八
百
目　

風
袋
か
つ
ぎ

　
　
　
　

〆
拾
四
貫
四
百
七
拾
目

　
　

残
り
八
百
拾
三
〆
五
百
三
拾
目

　
　

壱
六
斤

　
　

此
斤
五
千
八
拾
四
斤
五
六
五

　
　

八
両
弐
歩
弐
朱
か
へ

　
　

代
金
四
百
三
拾
八
両
弐
歩
永
四
匁
三
分
五
厘

　
　
　

外
ニ

　
　
　
　

六
両
永
三
拾
五
匁
五
分
七
厘　

口
銭

　
　
　
　

永
七
匁
七
分
八
厘　
　
　
　
　

や
う
せ
ん

　
　
　
　

同
弐
拾
匁　
　
　
　
　
　
　
　

丁
枚

　
　
　
　

〆
六
両
永
六
拾
三
匁
三
分
五
厘

　
　

合
〆
四
百
四
拾
五
両
永
拾
七
匁
七
分

　

右
之
通
買
納
代
金
此
表
ニ
無
出
入
慥
ニ
相
済
申
上
候
︑
以
上

　
　
　

慶
応
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
浦
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
平
㊞

　
　
　

蔵
屋
才
三

（
マ
マ
）郎

殿

　

出
雲
国
美
保
関
の
商
人
古
浦
屋
和
平
が
佐
市
郎
に
出
し
た
生
蝋
の
買
仕
切
書

（
商
品
の
取
引
内
容
や
金
額
を
明
確
に
伝
え
る
た
め
に
発
行
さ
れ
る
帳
票
）
で
あ

る
︒
佐
一
郎
の
取
引
先
が
隣
国
出
雲
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒

【
史
料
１7
】３２	

左
之
者
共
儀
︑
左
之
通
被
仰
付
候
間
︑
其
段
可
申
渡
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋
㊞

十

年
）　

3

　（
明
治

二
月
廿
日

　
　

大
江
村

　
　
　
　

庄
屋

左
之
者
市
政
所
ゟ
蝋
絞
被
免
居
申
候
処
︑
此
度
御
改
革
ニ
付
右
絞
被
差
留
候
間
︑

左
様
左（

衍
ヵ
）様

相
心
得
︑
其
段
可
申
渡
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
内
少
属

十
二
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俊
（
花
押
）

　
　

溝
口
宿

　
　
　

大
庄
屋

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
一
郎

　
　
　
　

〆

　

こ
の
史
料
か
ら
︑
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
二
月
︑
鳥
取
藩
民
政
司
の
山
内

少
属
か
ら
溝
口
宿
の
大
庄
屋
に
︑
大
江
村
の
佐
一
郎
に
蝋
絞
免
許
の
差
し
止
め
が

命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

【
史
料
１8
】３３	

　
　
　
　

乍
恐
奉
願
上
候
口
上
之
覚

　
　
（
上
部
貼
付
黄
色
付
紙
）

﹁
格
別
ニ
日
野
一
郡
丈
ケ
買
入
稼
方
之
儀
承
届
候
︑
会
見
郡
ハ
米
子
郡
政
所
締
合

一
一

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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之
儀
も
有
之
候
間
買
入
可

（
マ
マ
）相

成
事
﹂

一
先
年
ゟ
宮
原
村
大
江
豊
蔵
儀
︑
日
野
御
一
郡
櫨
之
実
買
入
蝋
打
出
し
座
ニ
御
座

候
処
︑
五
拾
年
及
ひ
以
前
米
子
表
江
右
株
御
治
定
相
成
候
砌
ゟ
豊
蔵
儀
買
入
方

相
止
候
ニ
付
︑
御
郡
中
櫨
之
実
所
持
之
者
共
四
里
ゟ
七
八
里
茂
相
隔
居
候
米
子

迄
持
出
し
候
処
︑
自
然
其
時
々
御
改
無
御
座
︑
素
り
代
銀
其
日
ニ
者
御
渡
し
不

被
遣
節
茂
御
座
候
処
︑
右
等
道
法
相
隔
居
候
所
江
実
持
出
し
代
銀
受
取
共
ニ
而

者
︑
両
三
度
茂
罷
出
農
業
日
間
欠
︑
其
上
往
返
入
用
茂
相
懸
り
年
ニ
寄
損
分
相

立
候
ニ
付
︑
櫨
木
切
払
仕
廻
居
候
処
︑
追
々
御
国
産
之
御
趣
意
ニ
依
而
他
国
ゟ

蝋
燭
買
入
︑
年
中
ニ
而
者
余
程
之
金
子
御
隣
国
へ
差
出
し
候
儀
歎
敷
︑
拾
三
年

以
前
私
儀
櫨
実
買
入
蝋
打
出
し
座
奉
願
上
候
処
︑
早
速
御
聞
届
被　

仰
付
難
有

御
受
奉
申
上
候
︑
其
内
植
物
之
御
趣
意
ニ
而
作
物
障
り
不
相
成
場
所
々
々
江
櫨

之
木
植
付
之
儀
者
︑
私
共
ゟ
も
最
寄
亦
者
櫨
実
売
ニ
参
り
候
人
々
江
茂
右
植
付

置
候
得
者
︑
年
数
相
立
候
内
盛
木
急
度
益
分
ニ
相
成
候
段
厚
く
申
諭
し
︑
近
年

来
実
以
追
々
盛
木
仕
候
趣
︑
右
之
実
買
入
蝋
打
出
し
稼
方
取
続
︑
既
ニ
去
午
之

秋
分
実
買
入
積
立
居
候
処
︑
同
十
二
月
右
打
出
し
御
差
留
被　

仰
付
奉
畏
候
︑

然
ル
処
未
タ
小
木
ニ
而
何
程
も
実
無
之
者
米
子
江
持
出
し
茂
費
ニ
而
︑
捨
置
候

へ
者
鼠
付
空
敷
紛
失
︑
亦
相
応
所
持
之
人
別
共
以
前
之
通
米
子
江
持
出
し
候
様

相
成
候
而
者
︑
第
一
農
業
之
日
間
欠
往
返
入
用
相
懸
り
引
合
兼
候
ニ
付
︑
御
郡

中
所
々
江
折
角
植
付
之
櫨
木
亦
々
何
れ
も
切
払
仕
廻
︑
植
物
御
趣
意
相
立
不
申

候
上
︑
他
国
蝋
燭
買
入
候
段
眼
前
甚
タ
歎
敷
︑
且
私
儀
漸
相
調
居
候
諸
道
具
不

用
至
極
難
渋
仕
候
︑
何
卒
格
別
之
御
評
儀
を
以
︑
是
迄
之
通
日
野
一
郡
右
之
実

御
定
直
段
を
以
買
入
稼
方
仕
候
様
被
為　

仰
付
置
候
ハ
ヽ
︑
冥
加
之
為
御
運
上

銀
年
々
五
百
目
宛
上
納
売
事
取
続
︑
拾
年
来
江
植
付
盛
木
之
櫨
皆
々
差
置
︑
植

物
之
御
趣
意
茂
相
立
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
︑
此
段
偏
ニ
宜
奉
願
上
候
︑
以

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
村
願
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
一
郎
㊞

　
　
　

明
治
四
年
未
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　

喜
蔵
殿

　

右
之
通
宜
奉
願
上
候
︑
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
溝
口
宿

　
　
　

未
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜　

蔵
㊞

　
　
　
　

野
坂
弥
一
郎
殿

　
　
（
以
下
別
紙
貼
り
継
ぎ
）

前
書
之
通
奉
願
上
候
ニ
付
取
次
指
上
申
候
︑
宜
被　

仰
付
可
被
為
下
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

　
　

未
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
坂
弥
一
郎
㊞

日
野
郡　
　
　
　
﹁
御

（
違
筆
朱
書
︑㊞
あ
り
）

聞
届
相
済
候
也
﹂

　

郡
政
御
役
所

　

佐
一
郎
が
【
史
料
17
】
の
申
し
渡
し
に
対
し
︑
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
活
動
を
述

べ
︑
櫨
実
の
米
子
へ
の
運
送
経
費
や
︑
こ
れ
ま
で
の
日
野
郡
内
で
の
櫨
木
の
植
え

付
け
が
無
駄
に
な
る
こ
と
を
理
由
に
︑
運
上
銀
銀
五
〇
〇
目
の
上
納
と
引
き
換
え

に
︑
従
来
通
り
日
野
郡
内
で
の
櫨
実
買
入
蝋
打
ち
出
し
座
の
存
続
を
︑
溝
口
宿
庄

屋
喜
蔵
↓
大
庄
屋
野
坂
弥
一
郎
の
ル
ー
ト
で
︑
日
野
郡
郡
政
役
所
に
願
っ
た
も
の

で
あ
る
︒
上
部
に
貼
ら
れ
た
黄
色
の
付
紙
に
あ
る
よ
う
に
︑
同
年
五
月
に
日
野
郡

に
限
り
許
可
さ
れ
て
い
る
︒

一
二

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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【
史
料
１9
】３４

﹁　（
朱
書
）　

落
手
致
候
︑
帯
箋
指
出
可
□
申
候
﹂

一
筆
啓
上
仕
候
︑
然
者
大
江
村
斎
一
郎
儀
蝋
株
之
儀
去
冬
御
願
申
上
置
候
趣
ニ

而
︑
先
達
而
差
出
候
願
書
写
し
并
御
運
上
銀
左
之
通
差
出
候
ニ
付
︑
取
次
指
上
申

候
︑
宜
御
配
意
遣
し
可
被
遣
奉
願
上
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
坂
弥
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
興
（
花
押
）

　

正

年
ヵ
）

4

（
明
治月

七
日

山
本
平
蔵
様

一
包
札
五
百
目

〆
　
【
史
料
18
】
で
の
許
可
を
受
け
︑
斎
一
郎
が
提
出
し
た
願
書
と
運
上
銀
五
〇
〇

目
を
︑
大
庄
屋
の
野
坂
弥
一
郎
が
鳥
取
藩
（
郡
政
役
所
の
）
山
本
平
蔵
に
取
り
次

い
で
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒

【
史
料
２0
】３５	

　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
郡
大
江
村

一
銀
札
五
百
目　
　
　
　
　

斎
市
郎
分

右
之
通
請
取
申
候
也

　

壬
（
明
治
５
年
）

申
正
月
十
四
日　
　

雑
税
方
㊞

　

斎
市
郎
が
上
納
し
た
上
納
銀
札
五
〇
〇
目
の
鳥
取
藩
雜
税
方
よ
り
の
受
け
取
り

で
あ
る
︒

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
の
よ
う
に
︑
幕
末
期
に
齊
一
郎
は
日
野
郡
の
蝋
座
株
を
取
得
し
︑
蝋
を
郡

内
に
売
り
捌
い
て
い
た
︒
蝋
座
株
の
取
得
は
︑
彼
が
地
域
社
会
で
商
業
・
金
融
活

動
を
展
開
す
る
際
の
信
用
の
担
保
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
例
を
挙
げ
る
と
︑
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
）
七
月
付
け
の
﹁
志
儀
控
﹂36
は
︑
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）

ま
で
記
載
の
あ
る
︑
齊
一
郎
が
資
金
調
達
の
た
め
に
加
入
し
た
口
日
野
郡
・
奥
会

見
郡
の
講
や
無
尽
四
三
種
の
掛
金
の
記
録
で
あ
る
︒
齊
一
郎
の
資
金
調
達
に
際

し
︑
彼
が
取
得
し
た
蝋
座
株
が
そ
の
信
用
の
担
保
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　

齊
一
郎
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
は
近
く
の
長
者
原
台
地
の
開
墾
に
必
要

な
佐
野
川
普
請
を
請
け
負
っ
た
が
︑
難
工
事
の
た
め
︑
翌
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
か
け
て
︑
損
銀
の
拝
借
を
繰
り
返
し
鳥
取
藩
に

願
っ
て
い
る
︒
ま
た
少
な
く
と
も
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
以
降
︑
大
山
寺
領
の

年
貢
取
立
と
売
却
を
子
院
に
委
託
さ
れ
︑
醤
油
や
塩
︑
傘
・
草
鞋
な
ど
の
生
活
必

需
品
を
納
入
し
て
い
る

37
︒
こ
う
し
た
齊
一
郎
の
多
彩
な
活
動
の
拠
り
所
と
し

て
︑
蝋
座
株
の
取
得
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
︑
詳
細
は

今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
︑
拙
い
史
料
紹
介
の
幕
を
閉
じ
た
い
︒

注1�
矢
田
貝
家
初
代
齊
一
郎
に
つ
い
て
は
︑
本
誌
所
収
の
﹁
矢
田
貝
家
の
歴
史
﹂
及
び
﹃
新

鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄（
鳥
取
県
︑
二
〇
一
五
年
）
一
五
頁
の
解
説
を

参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
本
稿
に
先
立
ち
︑【
史
料
3
】
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
試
み
た

こ
と
が
あ
る
︒
冨
善
一
敏
﹁
矢
田
貝
家
文
書
平
成
24
年
度
調
査
概
報　

第
二
次
・
第
三

次
調
査
﹂（﹃
東
京
大
学
経
済
学
部
資
料
室
年
報
﹄
三
︑ 

二
〇
一
三
年
）︒

一
三

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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2�
以
上
の
記
述
は
︑﹃
鳥
取
県
史　

第
5
巻　

近
世
文
化
産
業
﹄（
鳥
取
県
︑
一
九
八
二
年
）

五
七
八
~
五
八
七
頁
︑﹃
鳥
取
藩
志　

第
六
巻　

殖
産
商
工
志
・
事
変
志
﹄（
鳥
取
県
立

鳥
取
図
書
館
︑
一
九
七
一
年
）
七
四
~
七
八
頁
︑
前
掲
﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世

3
西
伯
耆
下
﹄
一
六
頁
に
よ
る
︒
な
お
中
野
良
助
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一
一
月
に

罷
免
さ
れ
た
︒

3�

前
掲
﹃
鳥
取
県
史　

第
5
巻　

近
世
文
化
産
業
﹄
五
八
四
頁
︒

4�

鳥
取
県
伯
耆
町
上
細
見�
矢
田
貝
家
文
書
Ｙ
八
︱
一
四
︱
四
︱
二
七
︱
一
六
︒
以
下
同
家

文
書
に
つ
い
て
は
文
書
番
号
の
み
を
記
す
︒

5�

﹃
鳥
取
県
史　

第
3
巻　

近
世
政
治
﹄（
鳥
取
県
︑
一
九
七
九
年
）
五
四
〇
頁
︒

6�

Ｙ
八
︱
一
四
︱
四
︱
二
七
︱
一
七
︒

7�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
七
︒﹁
日
野
郡
大
江
村
佐
一
郎
蝋
座
御
用
懸
打
出
御

免
願
写
﹂﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
Ⅺ
︱
3
︒
な
お
本
史
料
末
尾
の

﹁
御
書
写
し
﹂
は
︑
同
文
の
も
の
が
矢
田
貝
家
文
書
中
に
残
存
し
て
い
る
が
（
Ｙ
一
七
︱

二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
︱
一
）︑
包
紙
と
本
紙
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
本
稿
で
は
掲
載
し
て
い
な
い
︒

8�

﹃
鳥
取
県
史　

第
12
巻
近
世
資
料
﹄（
鳥
取
県
︑
一
九
七
九
年
）
一
一
八
五
頁
︒

9�

同
一
一
八
六
頁
︒

10�

同
一
二
四
〇
頁
︒

11�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
二
︒﹁
日
野
郡
大
江
村
佐
一
郎
蝋
座
株
願
﹂﹃
新
鳥

取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
Ⅺ
︱
4
︒

12�

中
庄
屋
は
︑
大
庄
屋
と
庄
屋
の
中
間
に
あ
っ
て
執
務
を
行
う
者
で
あ
り
︑
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
七
月
の
鳥
取
藩
の
在
中
改
正
に
よ
り
再
設
置
さ
れ
た
（
前
掲
﹃
鳥
取
県
史　

第
3
巻　

近
世
政
治
﹄
二
三
〇
~
二
三
一
︑ 

五
四
〇
頁
）︒

13�

﹃
鳥
取
藩
志　

第
六
巻　

殖
産
商
工
志
・
事
変
志
﹄（
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書
館
︑
一
九
七
一

年
）
七
四
頁
︒
な
お
神
戸
大
助
は
︑
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
四
月
在
方
長
役
助
役
︑
慶

応
三
年
（
一
八
六
七
）
六
月
銀
札
場
長
役
︑
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
五
月
鳥
取
藩
施
政

局
民
政
司
副
執
事
を
務
め
て
い
る
（
同
八
二
三
~
八
三
七
頁
）︒

14�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
二
︒﹁
日
野
郡
大
江
村
佐
一
郎
蝋
座
株
願
﹂﹃
新

鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
Ⅺ
︱
5
︒

15�

﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
一
六
頁
︒

16�

Ｙ
八
︱
一
四
︱
四
︱
二
七
︱
一
三
︒

17�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
一
︒﹁
日
野
郡
大
江
村
熊
之
助
蝋
座
株
願
﹂﹃
新

鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
Ⅺ
︱
6
︒

18�

熊
之
助
は
︑
万
延
元
年
の
手
習
書
﹁
田
舎
村
名
付
﹂﹁
伊
呂
波
﹂（
Ｙ
三
︱
三
︱
三
一
・

三
二
）
に
﹁
清
国
屋
熊
之
助
﹂
の
署
名
が
あ
り
︑
二
代
矢
田
貝
平
重
が
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）
一
一
月
朔
日
生
ま
れ
（
明
治
一
六
年
九
月
一
八
日
﹁
長
男
分
家
願
﹂︑
Ｙ

一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
九
︱
二
三
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
平
重
の
可
能
性
が
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
が
︑
後
考
に
俟
ち
た
い
︒

19�

Ｙ
八
︱
一
四
︱
四
︱
二
七
︱
九
︒

20�

本
史
料
中
の
﹁
河
子
分
蝋
燭
株
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
河
子
﹂
は
大
江
村
の
別
名
﹁
鹿
下
﹂
の

転
訛
と
考
え
ら
れ
る
（﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
一
八
頁
）︒

21�

﹃
鳥
取
県
史　

第
13
巻
近
世
資
料
﹄（
鳥
取
県
︑
一
九
七
八
年
）︑
八
~
九
頁
︒
な
お
矢

田
貝
家
文
書
中
に
﹁
日
野
郡
大
江
村　

熊
之
助　
　

右
者
願
之
通
煉
油
蝋
燭
株
格
別
被　

仰
付
候
間
︑
御
法
之
通
厳
重
相
守
可
申
事
﹂
と
の
︑
熊
之
助
宛
の
煉
油
・
蝋
燭
株
の
免

許
状
が
あ
る
が
（
Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
九
︱
一
）︑
包
紙
と
本
紙
の
内

容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
本
稿
で
は
掲
載
し
て
い
な
い
︒

22�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
九
︱
二
︒

23�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
二
〇
︒

24�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
八
︒﹁
櫨
実
代
借
用
証
書
﹂﹃
新
鳥
取
県
史
資
料

編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
Ⅺ
︱
7
︒

25�
﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
一
七
頁
︒

26�

Ｙ
八
︱
一
四
︱
四
︱
二
七
︱
四
︒

27�

Ｙ
八
︱
一
四
︱
四
︱
二
七
︱
八
︒

28�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
二
︒

一
四

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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29�
Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
九
︱
三
︒﹁
蝋
御
運
上
銀
覚
﹂﹃
新
鳥
取
県
史
資

料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
Ⅺ
︱
8
︒

30�

﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
一
七
頁
︒

31�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
一
九
︱
三
三
︒

32�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
︱
二
︒

33�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
一
七
︒

34�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
六
︒

35�

Ｙ
一
七
︱
二
五
︱
二
︱
三
︱
二
一
︱
五
︒

36�

Ｙ
三
七
︱
一
一
︱
一
四
︒

37�

﹃
新
鳥
取
県
史
資
料
編　

近
世
3
西
伯
耆
下
﹄
一
七
~
一
八
頁
及
び
Ⅺ
︱
9
~
16
︒

一
五

矢
田
貝
齊
一
郎
の
蝋
座
株
・
煉
油
蝋
燭
師
株
出
願
に
つ
い
て
（
冨
善
一
敏
）
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